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陳情第　　２６　　号

ｍＲＮＡ ワク チンについて

陳　情　者　　　千葉県旭市

宇　井　　　淳

ｍＲＮＡ ワク チン （レプリ コン ワク チン を含む） 接種事業中止のを見書提羝を求める陳情書

陳情の肖容

を国の市Ｒが行った「コロナワ クチ ン接種データ 回示請求プロ ジェ クト 」のをＥＥ１ １５８の市Ｉｘｍ］‘

村、 ５，６００万回接種後ＲＩご観測データ （令ｉ口８年２Ｊモｊ １１ 日麑点） によ ると 、コ ロナ ワク チン接種萢日

と？１日 の死亡者 は、 ７２６人 とな って いま す。 また 、死亡者の新Ｓコ ロナ ワク チン 接種者数の死尨記

録をみる と、 最後のコ ロナワクチン接種から約３～４かＪミｊ 後に七二数の ピー クがあり 、接種後の半年

以上もの期回で七二数が上昇しているこ とがわか ります。 これらの死因は特定されていませんが、

看きでき るものではあ りません。

新型コロ ナワ クチ ン接種に よる予防接種健康被害救済ぼ定数（令１日８年２Ｊモ１２４日 嶌点）は、累計

進ま受３１件数１４，８８８件、累計認定数９，４５１件、死亡一時金また は葬祭料に係る件数を含む累計認定数

１，０６６件 とな っていま す。 しか し冒頭の 自治体か ら戛示さ れたデー タを ふま える と、 これらの数字

は氷け１の一気である こと が｜タ］確です。

新■コロ ナワ クチ ンで使丿目さ れたメッ セン ジャ ーＲＮＡワク チン （Ｕ、下ｍＲＮＡワク チン）は、

「標的細胞」 が特定されぬまま特タｌ承認と して接種が回始さ れま した。筋肉注射された薬液は全４

をめ ぐる ため、あ らゆる細胞がｍＲＮＡを取 りらむｊ］’能性があ り、 その結＝ｉスパイ クタ ンパク質を

ＲＥｇ１ した細胞は自４の免疫機ａの攻撃を受けます。このスパイ クタ ンパク戮は、 肖初すぐに分解

されると 説明 されてい まし たが、接種後長｜ にわ たり 検ａｉさ れた とい う論文がＲ表 されてい ます。

また、新・コ ロナ ワク チンのａ り・ し接種では、 ｌｇＧ４の誘導等によ る免疫抑制な どが懸をされて

おり 、人体への影響は長期に・ぶものと 考・えます。 厚生労働省健康・ 生活衛生局感染ｔ対策部長

およ び厚生労働省 Ｅ薬局長から各都道府県知事に出さ れた 「定期の予防接種等に よる副」え応疑い

の報き等の男、扱いについて」 の一ＳａｊＥ等について（令ｌ口６年８Ｊｊ ８日 きＱ　０８０８　第５ぢ・ Ｅ薬発０８０８

第１号） の中 でも 、新Ｓコ ロナ ワク チン接種後の長期にわたる影響、発症ま での期虱が長いこ とな

どに触れられてお り、 現時点での新髱コ ロナ ワク チン の安全性の検討は不十分である と考えま す。

１



なお、福島県喜多方市議会 （２０２５年１２Ｊミｊ１１日）では、 回一趣ぼめは情がを会一致で採択され、国

に対して接種事業の中止を求める「意見書」 も原案Ｒり可決されま した。この前鴨を踏ま え、 貴市

議会におかれまし ても 回禄のご牛リ きを Ｓり ます よう お願い申 し上げま す。

堺市議会には住」ミの生命とせ康を守るために、 慎重かつ責任あるがあを聊、つていただける ことを

強く 求め ます。

く陳情事項ン

１　 ｍＲＮＡ ワク チン （レ プリ コン ワク チン を含 む） の国Ｒへの接種を 中止する ことｏ

－２－

受ミ年万 口　 令秘８年 ３ＪミＪ　２３　日



陳情第　　 ２７　　号

福祉給付制度について

陳　情　者　　　堺市堺区

羝　來　秀　人

Ｋ療 ・介護の不き加受給案件につき

陳情の肖容

「絆ホー ルディン グス 」の巨額不‾瓦請求案件のＲ覚猖、來、 波紋が広がり 収ま る気配があり ませ

ん。

「グ ッド ウィ ル事件」 での簇模、金額を 遥かに上 回る事態に大ｋ市のみなら ずを ＥＫＩで衝聳と波紋

が広 がっ てお りま す。

ｌｌ刊文春本年４Ｊ１ ２日 やで は別の東京のを業によ る違 う手口の助成を不ｍ受給指南の案件 も報ｔＴき

れていま したｏ

ホス ピス住宅 と精神科訪問介護でも 、問題指摘の報道があ りま した。

我が堺市でも 本年３Ｊ１１９日 の議会で、堺市｜メ９ に所在す る別を業ｌｉ営の福祉事業所での児童ディ

サー ビス案件につ き、 議戮の厳 しい追Ｘ と糾弾があり まし た。

介護制度が発足して猖、来、この手の不ｉＥＥ罪が後を絶ちません。福祉行ａの下、 給付金の対象者

も広がり 、給付・ 助成金メ ニューも予算総額も膨らむ一方であ り、 それに合わせるが如く 、不ｉＥな

請求手口 もよ り悪質・ 巧妙化してい ます。

いま や［Ｘ療 ・老人介護・ 障がい者福祉、いたる とこ ろで不ｍな行為が常態化しています。

モラルハザー ドのバケ ツの底はａに抜け落ちています。

もはや性善説での制度設計、運用ではカｌち行かない との声も 、漸 くに してあがって きま した。福

祉給付制度自体に重大なＭ度上の欠陥がある と考えざるを得ません。

もと より 刑事告発され、刑が確定し なければ不ＪＥＥ罪と 断罪はで きま せん。しかし報道で見るほ

り、 一般人のぎ覓では、こ れら はｌｊｌセｊ らかなぬ金横領ｍ１です。 真の被害者は善良なる ｊｌ白税者です。

かかる制度上の欠Ｓを・永年にわた り放置し てき た行政・ 政治の怠慢の責任はま こと に重いも のが

あり ます。

これは納税者への背信であ り、 国の統治のｊＥ肖性と統治能力を問われかねません。

－３－



ａに霸年１２Ｊ１ １１ 日に大ａ市議会が 「就労Ｓ行支援体犒加算の」１やかな見直しを求める・１！、書」を

決議 し、 ＥＫＩに提ｍ されてい ます が、 給付行ａがで９ヽ・種京ｊ を跨 ぎ拡大し 、事業き もコ ングロマ リット

化し府県をきえて拡大 している ＪＪＩ状では十分な改善策とはいえません。

そも そも 申請請求がｊＥＥ直に行わ れる こと を制度白りに担保でき ない こと にこ そ、 制度の根本白９ク（Ｓ

があ りま す。

給付 一助成金制度が巨大化、複雑化、楼台化、：１■的に なり 、支援体制も分野管轄が横断化。お

まけ に愾度の改変 も毎年の よう に頻繁に行われている 。その℡をつかれてい る。 ・ｔ事業者の手口

の方が進化し てい っている 。鼬 ごっ こ、 もぐ ら叩 き的な対一制度対処では追いっかないの は、 もは

や明 白ですｏ

ついては医療 ・老人介護・ 障碍者福祉において、 犯罪的架空請求、 不正受給を制度白りに抑止でき

るよ り抜本的な制度設計を 回］ に求める決議をあげていただき たく 陳情いた しま す。

私の個人的提言ですが、福祉行政か ら独・した税務署なみの強制捜査権限を持つ第Ｅ者機関を新

ａし、Ｒを権ＩＲ をその第ミ者機関 にＳ してはど うで しょ うか。不ｍ給付は経済悗嶌です。

徴税 と給付は コイ ンの裏表です。今後と も制度の信頼性を担保 して給付行ａ を続けて いく には、

遺憾ながらこ れく らい大胆で児い笥つた制度改革が必要になる事態に差 し掛かっているのではない

でし ょう か。

事業者にとって、 なんらの強制権ほのない、 あっても■制権ほをＲ勤しない、できないＲ督官庁

はを く怖 くは ない存在です。

４

受ＳＩ年 Ｊ１ 日　 令和 ８年 ５Ｊ］１１日



陳情第　　２８　　号（議会・営 ・を務詭攷・市Ｒ人権　健康福祉 ・産業環境・ 建Ｒ 一文教委員会）

陳　情　者

行政にかかる諸ＭＳについて

堺市こ｜ヒＫ

新日本鶚人の会堺支部

代表　長ＪＩＩ堂　いく子

４　口　 和　美

陳情の内容

私たち新日本婦人の会は、 ジェ ンダー平等をめざすｌｌ場から、若者や子育てｌｔ我から高齢者まで

の幅まいｔｔｔ代の会員の翻いやＸ求を汲み上げ、様・を な生きづらさ を解消できる よう にと草の根のｌｌ

動を進めています。そのため最も４にな市政に対 して、政令市の権ＫＲ と財ｔを大いに活かし、市民

が左人ぬで誰 もが安心 して暮ら せる堺市であ って ほし いと なＪ実に翻っ てお りま す。

国も大阪府・ 市は、ＥＩ在工事が進められている夢洲のカ ジノ建設を中止し、多発する災害への対

策や被災嵬支援に。力を入れるべきではないでし ょう か。

ＲＩ際情勢がかつてない緊張状態にある と称 して、国は巨額の防衛予算を計上し ました。

政令市堺としてほ｜に対し て、 憲法を守 り、 外交力で 日本政府の役割を果た し、 平和 に貢献す るよ

う求める とと もに、市民の命と くら しを守る ための予算の増額を■・して下さい。

堺市 として「 自治体と 市民の繋がり の■化」 「安全一 安心の町づく り」 「福祉・ 教育の充実」

「子 ども の笑顔あふれる回」‘づく り」 の実・を願う 市Ｒの声を聞 き、 暮ら し優先の虱づ くり の実現の

ため ここ に陳情い たし ます。

＜陳情事項ン

議会運営委員会審査分

１． 「広報さかい」は読みやす く大ちりな市の広報誌になっていま す。 さら に市ほの情報を知 り、

市Ｒの目 で検討な どをする ため に「議会だよ り」 を別刷に して折り 込みにしてく ださ い。

総Ｓ財政委Ｒ会審査そ

２． 様々 な障がいのある方が、 利ｍ しやすい市役所、 区役所に覬けて、 環境整備を進めて くださ

い。 特に視覚障害者に とっ て、 サポート をしてく れる職員がいると 心■ く感 じま すｏ 常時Ｒ置

５－



でき なく ても、心要に応じて対応できる よう に検討してく ださい。

３． 自衛隊の広報活動が広がっ てい ます。広報の場で子ど もた ちに 自衛隊の制服を着せる など、

批判の声が広がっ てい ます。特に子 ども たち に関わる行き 過ぎた広報活動はやめてく ださ い。

４． 国は さら に莫大な軍事費を予算化してい ます。武Ｓ輸ｍな ど戦争す るＥＫＩ にし てい くのではな

く、 憲法 を守 り、 ｍＲの干和な暮ら しを 守る ため の予算を 加９やす よう 堺市 とし てＥＥ］ に要望して

下さい。

５． 前回の１１挙の期 日前投票所では利ＪＩ］者が多 く長蛇のダりがで きて、投票す るの に非常に時回が

かかった会場があ りま した。今後も この よう な状況が寵く こと が予ｔさ れま す。 期日 前投ＭｙＲ

を増やしてス ムーズに投票でき るよ うに ｎｉｌ慮 して ください。ひ きっづき投票所のバリ アフ リー

化も 進め てく ださ い。

市Ｅ人権委員会審査分

６　 市ｌｌ学校体育館のぎ愾整備の計画が前倒しされましたが、近年の災害状況をみると 、；ｌ難所

となる学校体育館の空調整備はさら に急がれます。早急にすすめて ください。

７． 堺市のな民館 は、 ｊヒ ＩＸ 、中 【Ｘ に２ ヶ所ずつ 、き ぼ、 堺ＩＸに １ヶ 所ずっあ りま すが、東 【２Ｋ、南

Ｉ汞、美鴇、区に は１ ヶ所 もあ りま せんｏ４近でＩＵ ＪＩ しやすいａＲ館を すべての ＩＸ にａ・し てぐだ

さい。

８． 一入ひと りが独ｊＺした人鶚と して尊重され、自 らの意思に基づいて回姓、 別姓をｊｌ択できる

「５１Ｒａり夫婦別姓翫度」導入にむけて回］に強く 働きかけてく ださい。

９． 市の公共施設や学校の トイ レでの生ミ皿の常備を拡充して ください。

１０．非核宣言都市と して、核廃絶にむけての平和の取り 組み を市民や学校園で広げてく ださ い。

また市民回体の平和の取り組みに対してさらなる後援 ・支援を して ください。

１１．「核兵器禁止条約」 はすでに署才１が９５かＦＥＩ、祉准が７４かＥＫＩ にな って いま す。 唯一 の戦争被爆

ｍである 日本の政府が署も ・批准をする よう 堺市 とし てＥＫＩに皿じフして くだ さい。

健康福祉委員会審査分

１２．帯状疱疹、 嶌炎球菌 ワク チン の、 な９のが象年齢を ６０ｔか らに リ｜ き下 げ、 ぬ費翫担での予ａ

接種にし てく ださ い。 ２回 目貉、降 も回様のなＲ支ぶ にし て下 さい。後期高齢者は帯状疱疹の接

種年齢５ａｌｘきりり でな く、 何歳から でも 受け られるよ うに して くだ さい。

１３．府下統一保険料によ る国保科は全ＲＩ一高い保険料で、 暮ら しを ＦＥ迫してい ます。ｍ保財政基

をを使い堺市ち、自の氣担軽減を行って ください。

１４．軽度や中程度の難聴の高齢者などを対象に、袖聴Ｓ購入 を助成する市区町村が、歛笆で５１８

に増 えて いま す。 ａ今市堺 とし て補聴器購入助成 をお こな って くだ さい 。　 ＥＥＩの 交付金を 使つ
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て、 聞こえの支援を行って ください。

１５．介護保険料は、 改定のた びに上が り、 市民にと って４宋険料でｎ担が・く なっ てい ます。介護保

険料の減免措置はあり ますが、 減免措置の適丿目範囲を広げて ください。介護保険サービスは魅

万丿料が高く 手り Ｊｌｌｊ でき ない こと が多いです。 ［∃ＫＩ にむけて ５ｆりＪＩミｊネ１９担を り｜ き上げな いよ うに要まし

てく ださ い。

１６．特ＳＵ養護老人ホームは、高齢女性のセイフテ ィネ ット でも あり ます。民回任せにせず、タ：Ｓｙｌ

の施設を増や して入所 しやすく して ください。

１７．ケ ア労働と 言われる Ｋ療 一介護・ 保育のＪＪ１４に はｊ くの女性が従事し てい ますが、 賃金体系

は全産業平均にＪ七べて依然と して きわめて低い水準にあ りま す。 タＵ！１改善のために市独自の費

ｙ目９担のよ り一ｌの増Ｓをお鼈い しま す。

１８．一人暮 らしの老後も安ふ して住み慣れた地域で暮らせる よう 高齢きをまえ るｊｉｊまの支援の

ネッ トワ ーク があるこ とは とて も大切です。 ｔ域問格差を生じさせず、 取り残される高齢者が

いないよ う、 ままする大のＳＩなどに市としてｌｉ祖Ｊな予算を確・してく ださ い０

１９．堺市齟ｔ合医療セン ター が、 性犯罪・ 性暴力被害者のた めの ワン スト ップ支援セン ター協力

医療機関 であ るこ とや、そ の支援の詳細 を広 く市民に 知ら せて くだ さい。

２０．大伯な回の平和の塔 と周 Ｅ！の碑など、平和の シン ボル とし ても っと 市民に知 らせ る工夫をし

てく ださ い。 例えば説明したパンフ レッ トな どを公園の案Ｆｇ所におき、ま た遠足の生徒にもわ

かり やす くタｌ］ らせる方法を工夫 して くだ さい。

２１．新卒採ＪＴｊの保育士への１お後金を今後 も継続白りに支給 して ください。他の保育士のペース アッ

プも 心・です、そのための予算を増やし てく ださ い。 堺市 として各園のｌｉ営状況な どを把Ｓ

し、 指導して ください。

２２．Ｔた１生加奈員 は、 高い専ｒり性と継縦白ＩＪ な関｛４Ｓ構築が求め られる対人支援の現４で慟 く亀戮で

す。 会計年度任Ｍｊ職戮ではな くミ規職覧と して採Ｊ４ミｊし てく ださ い。

産業環境委ｊｉ会審査ぞ

２３．ＦＫＩ籍の異な る人４が、龝崑社会の構成員と して共に暮らせる よう 支援を包括的に進めて くだ

さい。

建設委翫会審査分

２４．今堺市は都心を 中七ヽに 現発が進められていま す。 圭要Ｒ中心に・ら ず、 Ｊ？ｌ］ａｔ域の住民 も移

動の万１が確保さ れれば生活の質が高ま り、 市全体の活性化につな がり ます。高齢化が進む中、

豊かな人と人とのつながり を育み、 世代翫の交流を図れる豊かなコ ミュニテ イーづく りの視点

を町づく りの計画に入れて ください。
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２５．低所得の単４者 ・高齢低所得者・ 障がい者 ・子育て世帯が、 安価な家賃で安心 して住める市

営住宅を整備 ・拡充し てく ださ い。 住宅確保がｍ難な 人の ため にな営住宅や民回賃貸住宅 に安

心して住める よう に支援を行ってく ださ い。 また、中所得■に向けても家賃ネ自助な どｆ！担軽減

のた めの支援 を行 って くだ さい。

２６．堺市ＦＩモｌではバス路線の廃止や減便がされています。一方で自動ｊＥ転に固執 し、 不便を感じな

い堺Ｒ～堺東駅への投資は心・でし ょう か。 「大小ぬ筋の実謹Ｅ実験」 での休Ｅスペ ース のＷ獸

は横断歩道の倨ぢ・を見ｊｌせず危険です。 市Ｆ’ｉｊのバス路線の充実にこそ税金を使って ください。

２７．Ｓ線バスの減便によ り、 交１１弱者な どの住Ｒのえが奪われています。　 １１転士の労働条件を改

善してｌｉ転士不・を解■ し、 周２ｊｔｋｊまのぬ線増ａや便数をｍやすな ど、 充実が筑れる よう にし

てく ださ い。 事業者任せにせず、現在行われている住ｇｌ補助の拡充、 １１行袖Ｊ４力の増額等、更

なるａ共交・の充実にむけて市として支援して下さい。

２８．日常生活の移動手段に自転車を・ＪＩＩミ｜している市Ｒにとっ て、 歩行者や自動車と共存し、 安全

にｉｍ行でき るよ う、 ・Ｓｇ境のｔ備を進めてく ださ い。 自転車ヘルメ ット は命を守る必需品で

す。 市を自の直接白り なヘルメ ット 購入補助制度を再回し てく ださ い。

文教委ｊｉ会審査分

２９．中央筑書館の４４ｔＳでは、 ｍ在の中央回書館の場翫にパブリッ クサービス機ａを継続維持

し、 セン ター機ａと分陰するこ とな くＲａしてく ださい。 また、堺ＩＸにも ［Ｘの筑書館を作って

くだ さい。

３０．学校給食無償化を中学校まで拡大して恒久的に行つてく ださ い。 物価高騰の中で質を落とさ

ず中味のｔ実を確保してく ださ い。

３１．現在の３５人学級を３０人程度に実施 してｍ規の教職員 を増やして下さい。そのための教育予算

を増やし てく ださ い。

３２．新年度から、のびのびルームのおやつが１１択鼈と なり ました。 おやつの中４、あ り方をｊＦＩＵｊＵ

者の要望も取り入れて ください。放課後事業はプロポーザルで民回を業に委託していますが、

豊かな放課後を保障するた め、 堺市が責任を もっ て指導を行っ てく ださ い。

３３．不ｔ校｀見氤生徒の袍場所になる 「スペシャルサポート ルーム」 のＷ獸に伴う戔皿を増や

し、 早急に各学校で実施して下さい。学校外の「教育支援教室」は、子ども たちがａいやすい

４所として各区に増や して下さ い。

３４．学校回書Ｓは、 児童生徒の授業のある ｜ゆ回は回館するべき です。学校回書館回］書がａ２日の

Ｓ・では充分ではあり ません。 サポータ ーが遶書館にＳ置されていない学校もあ りま す。 学校

鶚書覧を教育の４としてＷ獸づけ、 学校回書館ｗ］書をＪ５日 ｎａ・してく ださ い。 また、を校の

学校毯書匍をＩＣＴ化 し、 ｉｌｊ書のｔえるパソ コンやプリン ター をｎａｌ して ください。
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３５．「全ＥＩ学力テスト 」や大Ｒ府の 「チ ャレ ンジテス ト」 「す くす くテスト 」は、教師の戮担が

大き く、 学校回やこどもたちに過度な競争を させ、テスト対策に偏 りがちです。 子どもたちの

真の学力か。］上に努め、 大阪府の 「チャレンジテス ト」 「す くす くテスト」は参加しないでくだ

さい。

３６．科学白り根拠と 「人権」 に基づいた包括的性教育の学校Ｅｇｌ場での取り組みを進める とと もに、

保護者や地域を体で性の知識を学びなお し、 ミ解 しあえる機会をつ くっ てく ださ い。

３７．学校回での式や行事に日 の丸や君が代を押 し付けないで ください。ある式では壇上での心要

Ｊｊ上に不自然なまでのＥＫＩ旗への敬礼がみう けられま した。子 ども たちが主役の卒業式になるよ

う現場な どで議論して ください。

３８．子 ども １１１］ け目Ｓ力衛白書」 は抑止力 として戦争準備を 日本で進める 内容で、 子どもたちの教育

にふさわ しく あり ません。 堺市では学校や回書館で取 りｍわないよ う要・します。

９
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陳情第　　 ２９　　号（総務財政 ・市民人権・ 健康福祉　産業環境　建設　文教委員会）

行政にかかる諸問Ｓについて

陳　情　者 堺市中区

堺市ＦタＪＲ商遠迩会

代表　福　 ＬＩ」征回郎

堺え民主商工会

堺束民圭商工会

堺南民圭商工会

地域経済、雇筅、 虱並みの担い手である 中小零聡業者への岑．援を求めるＷ愾書

陳情の内容

私たち民商は、／」ヽ規模業者こそがｔ域に根ざし、 雇ｇｊ　・　 経済 ・文化・ ｍ］‘並みに貢献する存在であ

ると考えています。そのＲＲのために、 堺市が積参ぽＪに育成 ・支援すべき とのｌｌ場から活動する商

工回体です。 現在、ｑ＝１ 東危機を はじめと する経済混乱の中 で、 堺の中小を業 ・小規模業者は危機に

Ｓしています。ｔモ叱のノｊヽ規模業者への施策は、 ９ヵ の事業者を支ま１する だけでな く、 ［堺市基本計

画２０３０］ や「堺市都市計画マスタープラ ン」 に掲げられた産業創蚕。、 ｔ」成雇ル」 、街づく り、 地産Ｊｔｋ

消に よるエコ ロジーの推進といった諸課題の解決に資する ものです。

ｊ２Ｊ、上を踏ま え、 Ｊユ下の事識について陳情いた しま す。

＜陳情事項ン

総務財政委員会審査分

１． 個人番号Ｍ度の２ＪＩ にお いて強制せず、マ イナ保険ｍＥのＷ吮に反対 して くだ さい

雅人隻苟制度に対する反鳩ｔ見や未作成者が多く 存在する 中、 申請書類でのＥ入皿や未

お載書類の不受ＪＩな どの不肖な取り扱いを行わないでく ださ い。 教育磯回やまほ磯回がＥＲ

を求めた場合はす ぐに指導をしてく ださい。 紙の保険証の廃止やマイナ保険証のＩＭは、Ｅ

療五回場や市Ｒ生活に混乱を招いており 、資を確ほ書の奏効期Ｒ．は降 も、 紙の保Ｒ■や資を確

ｔ書のみでＫ療を 受け られるよ うに して くだ さい。

２． 憲法ＪＩ解の促進 と職員教育の実施をしてく ださい
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上記の施策を 実現する ため には 、堺市職員お よび業務委Ｒ先が 日本国憲法の ＥＳＩ念 を深 くミ

解し、市政や業務に活かす こと が不ぢ欠です。憲法に基づいた行政１１営を 推進する ため 、職

戮教育を体系的に実施 して ください。

３． イン ボイ ス制度の廃止 を求めて くだ さい

「２０２５年１万人のインボイ ス実態調を」 によ ると 、９７．３（１６が覧度にＲ対し、 ９０．８９６がｍ費税戮

担を痛感、６４．９９６が将来へのンド安を抱え、廃業の危機に直面しています。堺市の事業者も 回様

のｉ難を抱え てお り、 イン ボイ ス制度は地域経済 を著 しく 損な って いま す。 夕国 ではインポ

イス導入後に６７の自治体 （４Ｊ１　１４ 日ｌゆ点）が｜えが・ 廃止の■・書を提ｍしてお り、 堺市として

も廃止を 求め てく ださ い。

４　 消費税率一律５９６減税を求めてく ださい

高市ｌｒ ；ｔ目は 「（消費税減税を ）や った方がいい と確Ｅし てい る」 とｇ言し 、翕費税減税が

求められています。しかし、飲食料品に対象を絞 り、 ２年聡のみとする減税案では、 効果は限

定白りで物価高対策と してはフＦ十分です。 飲食店は仕入れにかかる消費税が控除できず、納め

る消費税額がＭえ、外食業界に さら に：１いｉ肖費税戮苞と複雑な事務戮担がほされ、２年後に

８９６税率に 戻さ れれば、 堺を はじ めと する 日本経済 に大 きな打撃 とな りま す。 期Ｒ をなＪら ない

消費税率一律５９６減税を求めてく ださ い。

５． な契約条Ｍの制定と登録制度の整備をしてく ださい

市発注の建ｔ工事や物硲氛達等において 「な契約の適万化」を筑るため 「な契約条Ｍ」を

愾定して ください。現を各局がを自で作成しているも‘資を者。は外の事業者４５簿は■明性、な

平性が認めら れま せん。登録基準を公開 し、 許認ｉリ‘の有無 を問 わず堺市業者が登録で きる

「小規模事業希望者戞。録制度」を設けてく ださ い。 労務費上昇な どを踏ま え、 入札最低価格

をｌｌｉＥな １り潤を確保でき る金額に り｜ き上 げ、 中回搾取やダ ンピ ング をＲ止す るた めの発注者

［ａ］けガイ ドラ イン を遵守してく ださ い。

６よ所得税法５６条の改ｉＥを １∃ｉｌ に求めて ください

白色申告者の事業専従者給与が認め られない所得税法第５６条はａ済ｌｙＪ 自ｊｌ性を侵害する人

権問題と して、笆連女性差別撤廃委員会 も改ｍを勧告 し、 をＥＫ］ ５８６自 治体が廃止を求める決議

を上げています。 「堺市ま本計肖２０３０」 の「ｋｔ生活躍・ 働く 意欲がある多様な人材の活・」

のた めに 、国 に廃止を 求め てく ださ い。

市Ｒ人権委員会審査分

７． な契約におけるひほも簿の一般公開 と災害対応への活ｍを して くだ さい

「堺市基本計画２０３０」 の「防災 ・減災力 の『≒上』に基づ き、 地ラ乙業者の対応力を 活かすた

め、 登録佑簿を公回し、災害時や「安全な住宅ス トッ ク形成」 において市Ｒが活丿目 でき る体
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覧を整えてく ださ い。 ｔ九建鼈業がｔｊ湊Ｓ災を請け戮う体制を維持するためにな共事業とし

て仕事量を確保し、後継者育成に力 を入れて くだ さい。

健康福祉委ａ会審査分

８　 国Ｒ健康保険料の気担を軽減し、回１保科の減免Ｍまを拡充してく ださい

をｍで最 もでａ！ ｌＵが重い大ｋ府統一回Ｒｔ康保険料について、 黒字の財政乗り余をや堺市憮。康

保険料収納対策基金からの繰入、法定外繰入を実施、 もし くは給付金な どで氣担軽減をして

ください。　 Ｍｌｉ１科のり｜ き下げのための堺市独自のなり祖みを尊重するよ うに保険者支援制度

でのマイ ナス査定をやめる よう 耡き かけてく ださ い。 均等割・ 平等割分について は、 せめて

児童の分は加Ｓ市や津久見市のよう に免除してく ださ い。 Ｋ療給付とは無関係な 「子 ども・

子育て支援金」を 保険料に上乗せし て徴収し ない よう に回１に 求め てく ださ い。 生活保護 を基

豫に減免措慝。を拡充 し、 ＥＩ］諸鸚からをつて肖年哘の ＥＫＩ保科減免を行い、減免ＩＵ度 をタｌｌ らずに

納付 したｉ窮者に は相甄分のみ１：をし てく ださ い。 申諸手縦 きは簡ｌ化し、不要な書類提ｍ

を求めないよ うに して ください。

９． 傷痛手苣金・ 出産手范金を常設 して ください

社会保険加入者との格・を昊１Ｅするため、 回］・ほ加入者に も八幡市のよ うな傷病手肖をや、

色産一時金猖、外の休業日数に即したぷ産手肖金を常設してく ださい。 被箟者保険と 回様に育

児介護休業制まを導入 して くだ さい。

１０．滞納者への適切な対応と差押えのをｊＥを行い、生活支援を実施して ください

親身に実・ほ を聞 き丁寧に納付相談を行い、 差押さえあり きの滞納処哘は厳に慎み、 笆税徴

叙法の規定を逸脱した強権徴収は行わず、生存白ＩＪ財産を差押さ えないで ください。滞納相談

において不適切な対応があった場合は、 担芭課・ 担当者への厳重注意と謝罪を行い、 再発

防止に努めて ください。生也甎相萢の預金残高の差押えは、前橋市で違法判決と され、速や

かに解除 ・返金してく ださい。 現行の基準では生活費のための口座残高を差押える危険性が

あり 、適切な１１Ｊ４１基準を策定 して ください。延滞金をり ｜き 下げ、免は措置を拡充して くだ

さい。本科を全額納付 し、 かつ延滞金を納付する ことがｌ難な場合は、 直ちに滞納処分の執

行を停ＩＬしてく ださ い。 滞納状態は生活ｉ窮のｉｉ］‘能性が高 く、 「堺市基本計測２０３０」 の「暮

らしを支える包括白りな支援と地域福祉の充実」 に基づき、生活状況を確認し支援してく ださ

い。 「すてっぷ堺」への紹介だけでなく 、接触時に生活状況の把Ｓと適切な生活相談ができ

るよ うに、窓口職員の相談能力 を充実させて くだ さい。

１１．国保に関する行政を適切にｊＥ営 して ください

国保ｌｌ営協議会は住民生活の実情をミ觧した委員を構成誠に し、 国保加入者が直接協議会

にｔ見Ｗ鳬す る機会を 保１４し てく ださ い。 ＦＩ保まれの ため の実体の ない社会保険への加入は
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目ユ前か ら健康保険法に違反す る（衆岌厚生労ａ委Ｊ戮会、令加８年４Ｊモｊ１ １日 ）」 であ り、 堺市

鶚係者の違法行為を１１つ て・をし、Ｒ覚したｊ１台は当然罷免してく ださ い。

産業環境委員会審査分

１２．断熱工事助成の重点白９な実施を して ください

「堺市」お本計画２０３０」お よび 「堺市都市計画マスタ ープラン」にある カー ボンニュートラ

ルの推進、省エネ空鶚形成の実現にか。］けて、 工事や産業設備の省エネ化や電萄、・熱源転換へ

の助成制度や、民回・ 公営住宅への省エネ断熱改修を促進する補助制度を創設拡充してくだ

さい。

１３，小簇模事業おの育成援助 と条ｆｌｊ制定を して くだ さい

家族経営め環境改善と事業承継を促進するため、 Ｍの小規模事業者持続化補助を」ユ外に

も、 国や府と き携 し、 ものづく り補助ｌｒ、 商店 ・店舗・ 工場 リニ ュー アル助成制度、堺市独

自の無担保・ 無保証融資制度、 ｆＵ子補給な どのあ体的施策を実施 して くだ さい。ｌ］’工場の家

賃や機械 リー ス代の補填、 雇１維持への支援をＳめ、 ｌ］‘工場にｌ積 された技術を 守り 、継

承す る人材育成を 援Ｈ力し てく ださ い。 大稙店・ デベ ロッ パー の４勝手 を許 さず、地域の商店

街・ 串小商きの経営継続に配慮 した住民中心の「まちづく り」 ルールを確を して ください。

これらを １１用しやす くするた め、 中小零細業者の保護・ 育成をミ念と する 「地域経済振興条

Ｍ」 を制定し てく ださ い。

１４．中小零細業者の悉皆調査を実施してく ださい

有効な産業振興ａ策の策定 と事業実態の把握のた め、 「ｔＭ産業経営動向謳Ｘを」に加え、

中小零Ｓ業者の悉皆氛をを実施 して くだ さい。「堺産業戦略」 にお ける 「市内を業のなり組

み状況ア ンケート 氛査」では３４４５社に対 し９３２社の回答とな っている が、 堺市には １００００社Ｊユ

上の事業所が存在 し、 最低でも ５０００社Ｊユ上の調査と 回答回収の訪問を行い、商工会議所だけ

でな くま範な商工回体とま携してく ださい。

建設委員会審査分

１５．住宅リ フォ ーム助まＭ度を創ａしてく ださい

「堺市都市計測マスタ ープラン 」の 「市街ｔ ・住環境整備の方針Ｊ Ｘび 「堺市基本計画

２０３０」の 「安全な住宅スト ック 形成」に基づ き、 住宅リフ ォー ム助成制度を創設 して、制度

は手続き を簡素化 し、 ｔｆｉ業者に よる施工 を条件と する こと で嵬域経済活性化につ なげてく

ださ い。

１６．ま ちと 中心市街地の荒廃 ・老朽に歯止めをかけてく ださい

「ま ちづ くり 会社」な どＲ回コ ンサルタ ント に堺の活性化策を丸投げせず、 市Ｒ と堺市が
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生体となる「まちづく り」 をめざし、コ ンパクト シテ ィの才Ｉ によ る再回発をｉ行しないでく

ださ い。 ＰＰＰ／ＰＦＩ方式は、なあ性低下によ る料ま上昇、 情報：‾蔡透明化、災害時の責任の曖昧

化の危険があ り、 水道などのむ共イ ンフ ラに活Ｊｌｊ しないで ください。違法民ｉ白の取 り締まり

を・化し、住宅宿１白管ミ業者や住宅宿泊仲介業者の指導 ・監督を徹底 して ください。

文教委員会審査分

１７．就学援助金の認定基準を改善して ください

堺市のＥ１行認定基準はｊヒ隣都市より も厳 しく 、憲法の 「義務教育無償」 に反 しており、

「堺市基本針画２０３０」 の「厳し い環境にある こど もと 家庭への支援の充実」 に基づき 、認定

基準 を東大阪市、 大阪狭ＬＬＩ市な どき隣都市並みに改善 して くだ さい。
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鸚嚆第　　３０　　サ（総務鶚敗 ・市Ｒ人権　産業環境委員会）

行政にかかる諸問Ｓについて

陳　情　者 堺市中［Ｘ

堺市［ｊｉｊ民商運終会

代表　福　Ｕ］ 征回郎

林　　　広　彦

堺；｜ヒＲ主商工会

堺東民圭商工会

堺南Ｒ主商工会

イラ ン情勢ｔ化に とも なう 中小業者支援に関する Ｍ急要ｔ書

陳情のＦぺｌさ

現在、イ ラン情勢の緊迫化 とホルムズ海恢の封鎖 ・停滞は、筍塩・ ナフ サ等の輸入滞留を招き、

わが ｌｊｉｌ の産業ＪＳ・を根たか ら揺 るがす深刻な事態 とな って いま す。 この影響 は、 建Ｒ ・■ｊな業の宍

材不箟。、１１９１業のき科高騰、 Ｅ療機関のを薬ｒＷ１不万１、 さらにはサー ビス業の光熱１加担増など、を

業種に波及し てい ます。中小業者に とっ て、 仕事がに まる こと は即座に 「生活の破綻」を 意味 しま

す。 また 、価格転嫁が雅難な中 で固定９ｎｔｎが増大すれば、 唇。営は ３Ｚ ち行かな くな りま す。

つき まし ては堺市の中小業者の営業 と生きを 守る ため、下呂事亀について緊なにｍ置 を講 じられ

るよ う強く要ｔいたし ます。

＜陳情事項ン

総務財政委員会審査■

１． カジノ・ ｀佩首Ｓ ・Ｓ構・は直ちに中止を

未曾有の経済危機がた るな か府 にヌミＦ しカ ジハｍはｔち に中 止、 獵首都や都構箜、の推進を

中止する よう 申し入れるこ と。

２． 税お よび国保科の支払い猶予や免除の実施

法人市・ ＩＩｌｆ　・　 村府民税、事業税や軽自動車等の支払いについて、情勢が安定する までの回

の延滞金なしの徴収の猶予、および著し く収益が悪化した業者に対する減免措置を実施する
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こと。

徭］ 保科 をリ ｜き 下げると とも に、 減免の拡充や徴収猶予や免は制度を創設する こと 。ｌ に対

して経営 をミ迫す る最大の固定徹である社会保険料について、 支払猶予や減免、 ぬ費投入に

よるでＲ担軽減を国に対し・力に働 きかける こと。

市民人権委ｊｌｉ会審査・

３　 竈府にが し、 米ａ権による イラ ンへの軍事行動の即時停止をも とめぞ考］白り解決をはかるよう

・く 黶請する こと 。市 とし ても あら ゆる ルー トを 亟じ て回様の外交ぞ力 を行 うこ と。

産業環境委員会審査分

４． 省エネ・ 再エネの抜本的強化を

２０５０年二酸化炭素排ｍ量実質ゼ ロを Ｒ－期に 実３Ｊ１ させ るよ う、 ・エ ネ・ 肖エ ネ目 標を抜本 白！Ｊ

にリ ｜上 げ、 実ＥＩ！ ｀ｎＪ能 な施策を 実施 し、 Ｊｔｋ域 の中 小業者の仕事おこ しに つな がる よう にする

こと 。肖エネ にき行す るほ発や、「堺市基本計画２０３０」お よび 「堺市都市計画マスタ ープラ

ン」 にあ るカ ーボ ンニ ュー トラ ルの推進 に基づき 石炭 によ る火力発電所の再稼働や新設中止

を関西電力の要請する こと。

５． ａ府にが 。し・力な働 きかけを行う こと

原油の確保や備蓄の放出、 消費税の減税、お よびエネ ルギー安全保障の抜本的強化につい

て、 市民の生存権を守るカ１４から 回｜ に要請するこ と。

６． なり わいを維持するための直接的な経営支援

資材欠乏や納期ｔ延で休業 を余儀な くさ れた業者への休業支援金や雇ルｊ維持の支援な、工

場・ 家賃、リ ース 料な どの 固定１補助、 また ｔ気 ・ガスな ど光熱の高騰に対する補助金の創

設す るこ と。 無髱子・ 保証料ゼ ロ・ 無担保で長期据置の市町村連携 「緊急つ なぎ融資」を創

設す るこ と。

７． ンド肖な取り ｜・ 流通のまみに対する監視の強化を

資材やＪ京材料の大手によ る買いとめ・ 売り 渋り への厳格な昊五措置を講じるよ うａ府に申

し入れる こと。

下請け業者へのも＿Ｅな価キき転嫁を２める よう 親企業へ■く 働き かけ るこ とや、市 ・ｍ］‘ ・村

とし て相談窓 口を 設置する こと。
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陳殱第　　３１　　竹（市民人権 ヽを設委員会）

行政にかかる諸問題について

陳　情　者　　　 堺市堺区

ロ」 □　 明　徳

行政課題について

＜陳情事項ン

市民人権委員会審査分

１　 自治会の今後について

自治会の加入率が５割前後と低迷してお り、 堺市の統治機能の低下を招いておる と考えま

す。 社会が多様化 し、 個別化する中で自治会、更にＰＴＡ等のあり 方等に関 して も、 様４ な課

題が起き てい ます。

あらためて自治会のま携のあり 方に関して：聡検討を行う べきでし ょう。

すな わち、大阪市内中心部においては、 住民がほ とん どいないｔ域で、 会社が自 １台会の役

戮に なっ てい るケース （ｔｌＥＲがいない所 ｅｘ ぬ場等） 、ア メ村が一戦荒れたのは住Ｒがいな

くな ったから で、 堀江はそのＲ省にをつてｉ 住民が圭体と なっ てｔ域に取り 組んだ等の例も

あり堺ではワ ンルームマンショ ンが増え、夜回人口が増え、を回人口が少ない為、住民のコ

ミユ ニケ ーシ ョン 意識のへだた りがあっ たり 、最近で は外国人の増加等 で、 自治会の地域で

の圭体の あり 方の変化が生 まれてき てい ます。又、マ ンシ ョン管ミ組合 と自 治会の鶚係も複

雑にからんで きていま す。 自治会がいやとか、き所う きあいが面倒 とかでマ ンシ ョン住まい

を行 った 人も 少な くな い中 で、 自治会と マン ショ ンの 鶚係 もカ ダイ とな って いま す。

また 、だんじ り等 で、 自治会加入を 拒む ケー スも ある と聞 き、 新規の住民に対し ての旧来

の自治会のｍ鎖性があると 聞いています。

社会構造や社会意象が変ｔする 中、 自■会のあり 方が｜日来の ものであるこ とができ なく

なっ てい ます。

変革 をよ ぎな くさ れる 自治会に おい て、 行ａが従来の統治 白り な考 え方で対丿芯 はも はや でき

なく なっ ています。様４な住民との連携が求められる 中、 自治会自 ４の変革が自 ら求めら

れ、 さら に行政と して も新たな 白治会のあり 方が求め られてく ると ・い ます。
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なり 手の いな い自 治会 のｔＨＩＳも あり 、ＰＴＡ と同様な課題があ る中 で回様に その機能等を考

えて いく 必要があ りま す。 たと えば会計の税ａｌ士への外注化、回覧板のネ ット ｊｆＵＪｌｊ 、連絡の

ライ ン１りＪ４ｊ等を考え、検討してい く時代になってき ています。又、ｔＪ縦の問題のに隣 トラブ

ルの問題での 自治会の役割が荷が重 くな って きている ケースも あり ます。行政と タイ アップ

した弁護士の積極的ｊｆり Ｊ目 等、 あら たな枠組の検討も 心要にな って きま す。

その時に、自治会と行敗のあり 方も検討 していかなく てはなり ません。

ワー クシ ョッ プ等の開催、 先進ｔ区の視察、 有識者の講演等、 自治会のミ論武装、研究も

必・ とな って きま す。 行竈はそんな４の提・Ｒを行う べき でし ょう。

さら に嵬線、 を縁等のつながり な外のむすびつき をどう形成するのかと いう ｔ床で生ｉミ学

習等をｉ！じたコ ミュニケーシ ョンの育成、 コミ ュニティ ーの形成が生まれてく るで しょ う。

将来丿様な人４がｔｊまで住まい協調してＳしていく には、コ ミュニケーシ ョン能力を増

し、 それでコ ミュニティーの育成を していく とり くみが心要になってき ます。

様４ なｊ様なｔ域行事をｌｌしてコ ミュニテ ィー を育成してい くと いう ＲＳも必要と なって

きま す。 そこ には一部の会戮だけが参加する行事でな く、 ｊ様な入４を巻き ｊふむ発想と 能力

を求めら れて くる とぶいま す。 たと えば今後ます ます増え てく る外ｍ入のＭＳ、 回じ地域に

住む住Ｒとしてどう協■してい くのかと いう 問題も問われてく るで しょ う。

従来のイ ベン トのあり 方も 問われて くる でし ょう。

建設委員会審査分

２． 堺東の活性化について

堺東のｍＴづ くり がｔ行し よう とし てい ます が、 現在 出さ れて いる ＥほＪぬ回のを備等だけで

は、 長期的なＲ望がなかなか見えな いよ うに・い ます。。

もっ と１１１ミｊ確な ビジ ョン を提示すべき であ ると ぶい ます。堺市と いう 枠組だけ でな く、 世界

に誇れる堺市というのが必・だと・います。 ■に市Ｒにも わか りやすい物が必Ｓです。現を

の考 え方 は、 箱物 の建設にすぎ ない と・ いま す。 現在、税務署Ｓｊｌｋが放置さ れ、 宙に 浮いた

状態 にあ りま す。 肖局の判 断に よれば、 ＥＫＩに対し て、 ペン ディ ングであ ると 表明 した とされ

てい ます。更 に年金事ち所 も中途半端に なっ てお り、 対岸 に事務所があ る等市Ｒ の５ＦＵ 慢性も

よく あり ませ ん。 ｌにＳ慢鴇に つい ても 、き ４な 意ｌ床に おい て‾叺編 もあ りう るよ うに ・いま

す。 中心街に猊送拠点を持つよ りその土地の有効ｊｆりＪ１１ も進んでおり 、大阪Ｒの中央郵便局が

キッ テと いう 商業施ａになる等、時代は変化しています。 更に、合回事務鶤のＲ車Ｊあも有効

活力ｊさ れている とも 、ほいません。官民連携、 更に行政の覧根の撤去によ り、 カＩＲ等有効利Ｊ４ｊ

する こと によ って街の風きは変化す るも のと ｇい ます。Ｓ慢鴇、年な事務所、税ま署跡地の

広場化を 行う こと によ り、 フェ ニー チェ の導Ｓの確保、価値の 鸚上、更 に年金事務所の８転
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によ り、 あら たな事務所ニーズの創ｍ、 更に関ま産業の誘致を行う こと が必Ｘに なる とぶい

ます。その為にも 、堺市だけでなく 郵便局、 ＥＫＩ、 年な事務所等とのｔｊ４協議会を設置し、今

後のあり 方を検討すべきだと・いま す。

３． 第一幼稚園跡地について

第一幼稚回、 保健所の跡地について、耐震問Ｓを機にｊｆりＪＩが中止されてお りま すｏ 放置さ

れたまま数年も経っており 、老朽化も進んでおり ます。

そも そも、耐震化も１１ＥＩＩ に利万丿 中止になったにもかかわらず、 未だＵＲにおいては利万ｊ され

っづけており 、違和感をも って しまいます。

どう して、危険？ と判断された建物が考ＵｊＦｊ され続けているのかンＦ信にをつて しま いま す。

堺市の建築行ａに対して、 説明も求めたいと・います。

現在、ラ イト という形で、 ＵＲは考えている と・いますが。それは将来の建替を念頭におい

た夕ｔＪおだ とぶいま す。 店舗部分の所有権問題はあると はｇ、い ますが、 真剣に対あしなければ

なら ない時期 は近づいてき てい ます。

未Ｈｍのまま、保健セ ンタ ーにおいては、屋根の雨漏がＲ生してお り、 対策が予算化もｌｉｌ

難であり 、ますます劣化している現状であり ます。

敷地権の売却等も含めて、 ＵＲ、な らびに関係者と協議を行い、解決を計るべき だと １１いま

す。 その事が、嵬域活性化につながるも のと ｇいます。

萢座 、長期白りな 問題 にな ると Ｍｊ、い ます ので、第一幼稚園 の園庭を 駐車場に する とか地域で

の廃園・｜等を検諂すべき だと 児、いま す。 この まま では堺市の不作為 とな って しま う。

－２１　－

受ミ年万 日　 令和 ８年５万 ｎ日





Ｗ情第　　３２　　芳（健康福祉委員会）

行政手続の事務処ＪＩＣ

陳　情　者 堺市来ぼ

實　・　隆　宏

こついて

堺市精神保健壜、にお ける 事務めまのｔ滞について

陳情の肖容

堺市は、 精神ＲＲ■び精布貅害者福祉に関する法律にまづき精神ほ害者ＲＲ福祉手ま （手帳）の

交付事務を行っており 、ま た、 障害者の日常生活及び社会生活を総合ＭＪに支援するための法律にｔ

づき 自夕ｌ支ＲＫ療（精神ｊ！Ｒ） 覧度の受給者証の交付事務を行っている。精神肓害者保嘸。福祉手帳

につ いて は２年に一度、自 ｌｌ支ＲＫ療 （ｇｉお ｉｍ Ｒ） Ｍまの■ぬ・ｊＥ につ いて は毎年の■きが必・で

あり 、そ れぞれ有効期 回満了の３ヶ Ｊミｊ前から 更新の申 愾がｉ］‘能であ る。

堺市は、 これらの申請の標準処ミ期回を３０ 日と 定めてお り、 また、厚生労働省は、 精神障害者保

惴福祉手帳について、 その交付申請が受ミＴきれた場台「交付のぢ否の決定を、 概ね１か」ミＩＪユ内に行

うこ とがまま しい。」 としている。

しか し、 所管課である堺市健康福祉局健東部精神保Ｒ課では、 この申請の処ミ（申請の受付から

手帳又は受給きまの交付ま で） におおむね２～３ヶＷ耻度・してお り、 ｔ口でも その旨案Ｆ’ｓｊ してい

る「あろ うこ とか、窓口の亀」識ですら ＩＳ準ＭＳ期聡が３０ 日である こと を知 らな いよ うな耿況であ

る。 ）。 また、堺市のホームページでも 自を支援Ｋ療 （精神・Ｒ） 覧度の受給き証について「申請

受付 日か ら受給者ｍＥの発行ま で概ね２～３ ヵＪＩの期回 を要 しま す。 」と 案内 して いる。

行政手続法では、 標準きミ期回 とは 「申請がその事務所に到達してから葹該申請に対する処分を

する までに通常要すべき標準９りな期間」と されている。 にも 関わ らず、精神保健課は標準処ミ期間

の定めに反し、こ れに乖離 した事務運用 を行って いる のである。

更新は有効期回満了の３ヶ Ｊミｊ前から しか行えず、 申請の処１１に３ ヶＪミｊ Ｓ度要するのであれば、申請

者に とっ て「保有 している手帳や受給者証の期ＫＲが・切れている にも 関わ らず、新たな手帳や受給者

ｍＥがモタゼされない。」 とい う１犬きが生 じ、 必１な福祉が受けられないき白期回が生ずる１‘ｔｌ生があ

るこ とになる。陳情者が関係機関に確ａした とこ ろ、 例えば精神障害者保健福祉手帳の所持を条件

とする料なの減免等の措仮に関 しては有効期限Ｆちｊの手帳の筍、本の提示が絶対ＭＪに心要であ り、 手帳
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が更新中の回の申請書ぢし等では代替できないとのこ とであった。 つま り、 申請中にａ保鵈｀の手帳

の期ほがやＪれたｊあ台は本来受けられたはずの減免等の措置を受けられな ぐな る。

３ヶ ＪＩ 前か らしか串請で きない申請に３ヶ ＪＩ 程度の審査期氛を要し、標準めＳＩ期回の２倍か ら３倍の

期回 を要する とい うＪＪＩ在の堺市健康福祉Ｍｉｌ康部精神保健課の事務処３ミの１１渫 は、 必要 な福祉に空

白を生じさせる異常な ものである。 これは行ａ機鶚の執務のあ りかたと して不・ｌＪであると児、料す

るこ とか ら。 以下の通 り陳情す る。

く陳情事席ｉン

１． 精神鶚。書者Ｗ皀福祉手帳Ｘび 自Ｓ`Ｌ支援Ｋ療 （精神■ Ｒ） 智ぶ。の受給ｔぼの交付事きに あたっ

ては、事務の １１滯を解消 し、 ほ■ として聡準Ｍａｌ期回 （３０日 ）「メミ」に ＭＥ回１ を完了さ せる よう に改

善し てく ださ い。

２． Ｓ準タ腿Ｒ期 翫内 での処理がｌ亟難 な場合で も、 標準処Ｅｍｌ期回 に準ずる 常識 白り な期 回Ｆ’ｉｌに 処ＥＩ

を行い、 審を中に申請者のａＲ４＾の精神Ｉ考害者ｇｔ福祉手帳や自ｊＺ支援を療（精神ｊＲ）Ｓ

まの受ね者ｍＥの期・がＩＪれてし まう よう な事態を 生じ させない よう にし てく ださ い。

－２４　－

受ミ年Ｒ日　 令和 ８年 ２　Ｊｊ　２５　日



豫情第　　３３　　号（せ康福祉委員会）

加齢性難聴者への支援について

陳　情　者 堺市中区

森　本　 鸚　生

加齢性難聴者の補聴器購入に対して堺市は公的補助の制度を創設してく ださい。

陳情の内容

私は１０年前と万かたＲ性難聴にな り治療を続けてき ました。

この翫右耳だけの生活も加齢と とも にｔくな り日常の生活に支障を きた し対人関係な ど日 々たく

なる とと もに精神南に負担がかかっています。このま ま放資すれば脳の機能の低下から認加症の原

筑に なる とも いわ れて いま す。

ＥＱ在獵聴器の普氛率の低 さは、補聴器価格が瓶額で、保険嵬用がなく 、を額自 己戮担が冪因で

す。 高度：・ まま難聴の４台は 、１怒気担な どの敬蝠補助が確力ｌ されてい ますが、 対象鼈は わずか

で、 多く が自費購入です。 特に低所得者への対策を求めます。

昨年１１Ｒ議会のＷ甄にが して堺市は「加恤性難聴は、竟識特割でなく 、皿鴣な事象であ り幼心

は全国一律で実施されるも の」 との回答でした。

一方、全国では助成を実施されている自治体が増えています。 それは国の制度を待っていられな

いからではないでしょ うか。

実施自治体は、高齢者が健康でＫ寿に希望を与え よう と考えているからではないでし ょう か。難

聴者に生きる喜び希ｔを与えて ください。

堺市も高齢者が健康で暮ら していく ために是非と も実現してく ださ い。

２５　－

受ミ年Ｒ日章和８年リミ１ ３０日





誨殱第　　３４　　７（隻康福祉委員会）

ＨＰＶ等 ワク チン につ いて

陳　情　者　　　堺市二ｌヒ区

新Ｍコロ ナワ クチ ン被害者を支援する堺市民の会

鹿　を　美千代

ＨＰＶワクチンの接種リスクの適切な周知について

陳情の肖容

ＨＰＶ（子宮顫がん） ワク チン は、 ２００９年に 日本ぼ］内で使ルｊがめま り、 ２０１３年４ＪＩ に定期接種化さ

れま したが、 その直後に多 くのＭＫＪお被害が報告されたために、 たった２ヶＪミｌ で積Ｒ白ｉＪ勧戛は中止

とな りま した。

２００９年～２０１３年にＨＰＶワ クチン副ＲＪお被害にあった少女たちは、ＥＫＩ と製薬会社に対して救済を

求めましたが、全く救済がおこなわれなかったため、 ２０１６年に副Ｒ応被害者である１５～２２歳の少女

すこちがＪ京告と なり 、｜萢と 製薬会社を相手に提訴 しま したｏ

現在も裁牛リは続いており 、昨年１２Ｊミ』 に大阪覧裁で行われた本人尋肖１が最後のな開法廷で、判決は

来年２０２７年の春に出ます。

国は現在裁判の被告です。

市は、ＥＫＩがな表している科学白９知見に基づいたｍ確な情報を提供している と言い、 ＨＰに掲載さ

れて いる 動画内に も、 鶚がな表 して いる も古屋市・をや全国疫学粟査な どが使われて いま すが、こ

れは、本当に科学的知見に基づいたｍ確 な情報と いえ るの でし ょう か。 裁ｔＵで被告のｌｌ場であ るＥＫＩ

が、 自分たち に都合の良いデー タを使っ ていると は考えら れま せんか７ 国は裁ｔＵにおいて、 原告た

ちのｔ４犬はをて機能性４４本症状 （心ＲＩ性） であると圭張していますが、これはかな り無五ｍｌがあると

言わざる を得ません。

２０２２年４ＪＩ に積極ｒＦり勧奨が再開されたこと によ り、 重篤な副ｋＪ芯に苦しむ新たな被害者が増えて

いま す。 これは、 厚労省研究班の濕査で明らかに されたこ とで、勧奨再回か ら７００人を超える新規

受診患者が全ｍで急増 しています。

審議会で協力Ｋ療機関のブロッ ク拠点病院を受診したｔ者の一部のデータがぬ表されましたｏ

・２０２５年 扛」 の審議会でた者４４人のデータ が・ａ表 され、３ ヶＪミｊ 後３６．４９６の患者が未回復
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・２０２５年７Ｊｊの審議会でｔ者９０大の デー タがぬ表 され、３ ヶｊモ｜ 後２５９６の患者が未回復

そし て、 この公表された患者の症状は、 ４擯ほ。び感覚（光・ 音・ にお い） の鶚。書、ａ動回書、自

律神経障害、 認タｌ］機能ほ害 などが報告さ れており 、こ れら の症状は １０数年前に副Ｒ応被害に あった

原告の少女たちと 回じ症状です。

２００９～２０１３年 にＨＰＶ （子宮頸がん）ワ クチ ンの Ｍり Ｊえ１おま書 にあ った Ｊ京告の少女たち は、 多様な

副Ｒ応症状に苦し み、 学校に亟えな くな り、 夢を あき らめ 、１３年 たっ たＥ飃在 も、 副Ｒ応症状に苦し

み、 ふつ うの生迅、ふつう の日 常をきる こと さえでき ないでい ます。

治療法は今も確ｊＺさ れていません。

厚労省の リー フレ ット に「接種後に重篤なｔ状と して報告があ った のは、接種を受けた１万人あ

たり め２～５人です」 と書かれてい ます。

ｔの 定期Ｒ種１２税額の平均に Ｊ七べ、 ＭＫ応疑い報告の頻ま は８．３４肖 、そ のう ち人Ｒ治療ｊ２Ｊ、上 を必

■と する重篤なも のの報告・まは７．４４き とい う多 さです。

ＨＰＶ（子宮頸がん） ワク チンの驟、種を希Ｍされる方は、こ ういった リス クをタ１１つ ているので

しょ うか７

協力Ｋ療機関への新規受診患者数、 その症状、未回復の方の数、副反応報告頻度など、こ れらは

全て、ｍがな表している事奥にあづいたデータです。 こう いったリ スク こそ、接種を考える・回報と

して市Ｒ に伝えな ければい けな いの では ない でし ょう かｏ

現在、ＨＰに掲載している動画ですが、 製薬会社のワクチンの添付文書に書かれていない効１：効

能を謳ったり 、子宮頸がんは若い大のがんだという発言や、若い大に子宮頸がんが増えている と誤

解を与え、ンド安を煽るよ うな動画は心要あ りま せん。

畿央大学の植日‾χ政嗣教授は、４０年 Ｊ２ｊ、上、 一貫 して子宮頸がんの予ａ、診断、 治療に関わっ てきた

婦大科がんの専ｒｌｊ 医ですが、その植ＥＥＩ教授が、

・一部の 少女の人生に 悲劇 的な影響 を与 える ＨＰＶワ クチ ン特有の副反応の 原因 と治療法が未だ

に解明されていない現状では、 積極的な勧奨はするべきではない

・子宮頸がん検診、細胞診検査を定期的 にし っか り行 えば、子宮頸がん を１ ００９６防ぐ こと ができ

る。 わが国の現状では、ま ずは若年者における子宮頸がん検診を徹底す るこ とを最優先で取り

組むべき であ る。

と述べら れていま す。

２０歳からの子宮頸がん検診を定期的にきちんと受ければ、子宮頸がんになる前の細胞を見つけ治

療するこ とで、子宮頸がんを防ぐこ とができ ます。

市のＨＰのＨＰＶ ワク チン の最後の とこ ろに子宮頸がん検診の こと が書いて あり ます が、 「ＨＰＶワ

クチンを接種して も２０歳になった ら検診を受けまし ょう 」と厚労省のリーフレ ット にも書いてあり

ます し、 もっ と分かり やすい所に検診のこと を書いて ください。
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宙、報さかい４Ｊモｊ ｔの１４ページに 「子宮頸がん予ＲのためにＨＰＶワ クチ ン無料定期接種」 と書いて

あり ますが、 ＨＰＶワ クチ ンが子宮頸がんを予防する とは まだｌｌ証さ れていません。ワ クチン接種

へと誘導 しよ うと している よう にしか兎、え ません。

副Ｒ応リ スク の高い上 に子宮頸がんの予防効果も｀ＳＬ証 されてい ない ワク チン を、 なぜ、子 どもた

ちに勧めるのでし ょう かｉ）

子宮頸がんをａぎたいのであれば、 検診を定期白りこ受ければ良いのではないですか フリ スクを

しっ かり 伝え ず、 ワク チン を勧める のは 、子 ども たち の命、健康、 未来 を大切に考え てい ると はＭＩ

えま せん。

被害の実態を検ぼするために、 昨年、情報戛示請求してお りま した新雅コロ ナワ クチ ン接種した

方の死 仁`日 のデータが今年４Ｊｊ に回示されま した。

堺市の新型コ ロナ ワク チン モぼ種丿社数 ６５６， １８０人 （慨例臨時接種期 回）

ワクチンの接種甄日　 七二　　　　７人

翌日　 死亡　　　 ３２人

２日 目死亡　　　 ２２人

３日 目死亡　　　 ３５人

１０ 日猖、内 に死七　 ４４３人

新型コロナワ クチンを接種 し、 甄日、翌日、 ２日 目、 ３日 目に尨く なられた方だけで も９６人いま

す。 この方たちは、たまた ま、 ワクチン接種後に尨く なっただけなので しょ うか ？も ちろん、 ８０万

人き くの人口 ですから 、偶然、 接種後に ｔく なっ たと いう 方も いて るで しょ う。 しか し、 対Ｊおした

Ｋ療機関は、 ワクチン とのＷ崑を一切考えなかったのでし ょう かｒ

２０２４年（令ｌｌ）６年）８ＪＩ 議会において、新■コ ロナワク チンｌｌ康被害救済ｌｔｉｌｌま申請件数５８イ牛の ＦぺＪ、

ＭＫＪお疑い報告が回Ｅ］ にあがっているのはたったの３件である というこ とがそかりま した。

現在、健康被害救済Ｍ度は、肖審査申請２件を含む６３件とな っていま す。 新たに申請されている

方がいま すが、副反応疑い報告は回１に あげ られてい るの でし ょう か？

新型コロナワ クチン接種当 日、 もし くは数日 でたくな られた方で獵反応疑い報告が上がっ ている

方は 、ほ とん どい ませ ん。

医療磯回は発生した症状と ワクチン との因果関係が必ずし も明 らかでない場合であっても、副反

応の疑いがあれば、ＥＫＩ に報告する義務があり ます。副反応疑い報告は、 厚労省において、 ワク チン

の安を性などを署価するための大切な制度です。 この報告がき ちんと出されていないとワクチンの

安全性はｍし くはかれません。 医睡に副反応疑い報告を国に上げてほしいと伝えたが断られた とい

う事案がをＥＫＩ 白り に多数発生しています。こ のｍｌ題は新ｉコ ロナワク チン だけに℡つた こと ではあり

ません。

堺市において、ＨＰＶワク チンの副反ら疑い報告は２件さ れており 、ＨＰＶワク チンＲ康被害救済Ｍ
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度の 申請件数は３件あ り、 ３件の内、副Ｒ応疑い報告があ がっ てい るの は１件のみと なっ てい ます。

救済制度に申請した方は、 回ら かに ワク チン接種後に健康被害にあ った と認識しているに もかか

わら ず、 Ｋ師は何故、 ｉＲＪお疑い報告をあげなかっ たのでし ょう かＦ

厚労省か ら、 副ＲＩお疑い報告について 、ワ クチ ンが原｜大１ と疑われる症状が発生 した場合は、 因果

瓶係が心ずし も明 らかでな い場台に おいても 報告 を上げる 、又、こ の報告は患者に予防接種を 行っ

たＫ師な外のＫ師等も、ｍｋＪお疑いを知った場合は報告を行うと されています。

この２つのＭまのイ牛数の違い は、 なぜ起こ るのでし ょう か？

＜陳情事項ン

１． ＨＰＶ（子宮頸が ん） ワク チン は副Ｒさのぬ生率の高いワ クチ ンです。

ワクチンのリ スク情報をしっか りと市民に周知してく ださ い。

２． ＨＰ上の動画 を削 除し てく ださ い。

３　 子宮頸がん検診も ｌｌ択肢の一つです。 もっ とそかり やすい９ｉに しっかり書いてく ださい。

４． ワク チン福反応疑い報告を きち んと報きを上げる よう 翦ｔ｜！療機関に徹底 して くだ さいｏ

３０
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陳情第　　３５　　昜（健康福祉 ・文教委員会）

放課後施策について

陳　情　者　　　堺市北ぼ

堺学童保官途絡協議会

会　長　　ｍ　 中　剣　太

事務虱を　松　谷　有　紀

陳情のＦ大ｇ容

平素は堺市の放課後■■９を育成事業（Ｊユ後、 学童保育事業）にごｇ力いただ き、 厚く 御社申し

上げ ます。

私た ち、 堺学１匹育きぬＳ議会 （な下、 学保連） は学童Ｗ＝育に子 ども をｍける保護者と指導員が

『子 ども たちに豊かな放課後の時回を過ごしても らいたい』と集ま り、 活動しています。、

１９９７年にのびのびルームのＭ度が回始さ れ、 ２０２７年度で３０年をＲえま す。 范時２５２０４５ だっ た利Ｈｊ

児童数は現在１万人を超え、学童保育は就労家庭やひ とり 親家庭を支え る必要不可欠な施策と なり

ました。 しか し５ｆｌｌＪ４１児童数が増え続けるなかで、２００もや３００ｔを超える超大規模化ルームの問題、

指導員不ｊ１の問題、 専Ｊｌｊま確保の回題はを市白ｉＪ な改善が行なわれず、 長年にわたり ほ題をねえたま

まの状況です。

子どもたちに とってかけがえのないａほ後をまをに、 楽し くｌごせるよ う、 また働く Ｗ護きがま

４１ヽし て子 ども たち を預けら れる よう 、Ｊ２Ｊ、下の項 目を陳情いた しま す。

誠意ある ご回答を よろ しく お願いいたし ます。

＜陳情事項ン

健康福祉委ａ会審査分

１． 堺市子ど も子育て会議への学童保育関係者の参画 について

「堺市子 ども ・子育て会議」に おい て、 学ｔ保育 関・ほ者が参画で きる よう に参加枠 をａ定

して ください。現在、 堺市 Ｆり では１万 人を超える児童が学童保育を飢用してお り、 少子化が

進む中で も手ＵＪｌｊ者は増加 していま す。 前回の回答では『社会情勢等をほま え、 随嶌見直 しを

行っ てお り』 との回答を頂きま した。学童保育は共働き家庭やひと り栽家庭にと ってはなく

てはなら ない施設であ り、 今の社会情勢を踏まえても大変重要な役割を担っています。委戮
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構成の見直し において、学童保育の参加枠を新た に設けて くだ さい。

文教委員会審査分

２． 事業者ｊｌ定について

（１）今回の事業者；ｌ定によ り、 堺ＫＢと き１２：Ｂのｊｌｌ営事業者が再び変更とな りま した。前回の

ほ情書において「ｊ！定においては継続性と安定ｔを最優先に して ください」と要・ しま した

が、 ４Ｊ１１ 日の時点で堺区Ｂの大仙ン」ヽ学校のびのぴルー ムと 神石小学校の びのびルーム で、主

任指導員が決 まっ てい ない だけでな く、 基本Ｓ置の指導員 もｊ１り てい ない なかでの受け入れ

回・とい う事態がむこ りま した。こ のこ とは回らかな ［１１営事業者に よる契勦不履行］で

す。 この よう な事Ｓが起こ った こと について、そのミ日ＥＩを堺市としてどのよ うにお考えかお

示し ください。ま た、 今後の履行確ｔとその力法を含め、 二度とこのよ うなことがおこらな

いよ うにする ための攻卷策を示 して くだ さい。

（２）選定過程に おい ての価格評価点と 技術署価点の割合につ いて、現在の 「５ ：５」ではな く、

ｌｌＪ、前の よう に「３　：　７」 へと見直 して ください。上髱（１）で示 したＳＫＢの１２定においては、こ

れま で３年回のｊＥ営を行なっていた（株） Ａ社が、 リＩ き続きｉＥ営を継縦しよう と・定に参画

した にも かかわら ず、 （株）Ｂ社にき差できｌｌする とい うこ とがおこ りま した 。そ のＲ点の

内容として、 技術点では（株） Ａ社が『＋９．８点』 だったのが、 価格点で （株）Ｂ社が 『＋

１２．Ｌ氛』 であったため、きか『２．‘き氈』 のまで（株） Ｂ社が落手Ｌする という結来でした。

范該ルー ムの翳護者か らは 、「 （４朱） Ａ社の保カＦち」さが とて もよ かっ た。 り｜ き続 き継縦し

てほ しい。」 という声があがっていたに もかかわらず、翦びの事業者変更、 そして契約不履

行という事Ｓが起こり 、きりと不安の声があがっています。入手Ｌ価格がよ り安いと ころが選

ばれたこ とに より 、今後の保育 Ｆ’ｉｌ容の 質に も大 きく 影響する こと が考 えら れま す。 繰り ・さ

れる事業者の変更は子ども たちや指導戮、保護ｔはも ちろ ん、 ｉｌ営事業者にと って もｎモ囮が

大き く、 夕暮ｊｌ定のメリ ット がをく活かされていません。他市では、 ｌｌ定ＪＩ準において保育

の内容面や継続性の視点を重視し、 これまでの実績が反映されるし くみを実施しているとこ

ろも あり ます。

他市のタりも参考にしながら、 「競争」 を目 的とするのではな く『継縦 ・安定・ 質の向上』

を第一と した事業者・定と なる よう 、し くみ を見直してく ださ い。

３　 おやつの希ま制導入について

（１）４万１ 日よ り『おやつの希２１１』」 が導入さ れま した。前回の陳情では 『回始に あた って は、

「おやつ希ｔ制にかかるｌｉ営の手リ｜ き」 を作成し、提供時回や場所の工夫、 児童の心ＳＩ面へ

の丁寧な配慮、ト ラブルの未然防１Ｌ等 を回おし、どの事業ｔ も回 じ意識の もと 対応でき るよ

う整ミしています。』 との回答を頂きま した。実際に戛始されてから約１ヶ Ｊモｌが硲。ち、 １１営
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面での課題ぷや実施状況な ど、 堺市として把握さ れている 内容を教えて ください。ま た、ア

ンケート の結果と 、実ほにおやつ提供を 中止 した大の割合とその３１Ｆｈ、 校区 （事業者）ＩＪｌｌの

割合 を教 えて くだ さい。

（２）おやつは放課後の長い時回を学童保育でｌａごす子ども たち にと って大切な袖食であり 、ま

た、 子ども回生や指導Ｊ戮 との コミ ュニケー ショ ンの機会でも あり 、「放課後・童ク ラブａ営

指針」に もそめこ とが新た ににＩＥ （２０２５年４ＪＩ） されてい ます。今回の希望制導入に よりお

やつの提供を中止 した子どもの中に は、 おやつを食べると きの雰囲気や、今のおやつの内容

が台わないな どのＥＩ Ｆ１１も 多いのではと考え ます。今後のおやつ提供のあり 方について、 他市

のタｌ（手作 りおやつや果物、 ａかい・ ４たいおや七）な ど） も参考に しながら 、おやつの嶌虱

が子ども たちの楽しみの一つと なる よう 、見直しの検討を進めてく ださ い。

４． 加Ｓ指導員の・■について

加配指導員の配置について、仕様書では 『回書等のためＳ慮を要する児・のを籍や安な管

ＳＩ上心ｔな４台等にイ牛 う業務従事戔のｌ加ｎａｌ について は、 ぬ注茎が心■ とａめた ｊね台につ

いて行う もの とす る。 』と あり ます。実ほに は、 要Ｓ慮児・への加・はａほ後こ ども 支援

課が肖該児童の「観察」を行い、点数化してｎｉｌ置の人数を決定しています。 しか し、 配置を

決め るのは１１営事業者だとい うこ とに なり 、基準で定め られたＳ２置人数と実態が合わないこ

とが起こっています。 ａ営事業者の判断ではなく 、堺市放課後児童対策事業の実施圭体とし

て、 堺市が加Ｒ指導員 の・・を義務付けて、 子ど もた ちの安全 と成長、 発達に責任を持つて

ください。ま た、 令和８年４Ｊこｊ １日 現在の、 各ルームの加Ｒ指導員について、配置状況の実態を

教えてく ださ い。

５． ３つ の事業の統一 につ いて

令１日１０年度に実施される３事業の制度の統一 につ いて、前回の回答では 『児童の最善の鵺

益を最優先に据えて検討を進め ます』と の回答を頂き ました。 この３０年回の中 で、 のびのび

ルー ムの廃止 ・継続、 堺つ子く らぶの拡大・ 縦小、事業者選定によ る民回委託化の導入、お

やつの希望鼈開始など。さ まざまな制度変更が行われてき まし た。 制度を変更するまに、こ

れま で培って きた保育の楽 しさが奪われ、市場化を重視した管ＪＩ的な保育へと変化し、 本来

の学ｔ保育の良さ が発揮で きな い状Ｒが生みｍさ れて いま す。 その影響 を一番に受けている

のは子ど もたちと 指導員です。 この度行なわれる自棄統一が、 堺の学童保育をＩＵＪＩ］ する子ど

もたちに とって「心から楽 しい」と 児、える放課後の生活の場になるよ う、 実施主体である堺

市と して責任をも って取り組んでく ださい。

－３３　－
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鵈．情第　　３６　　号（建鼈委員会）

登美ＥＥ南Ｑ園の周ｍ整備について

陳　情　者　　　 堺市東区

寺　 日］ 重　一

な美五ｌ南公回周遊路の整備に伴う 陳情　返点

陳情の内容

堺市に来て４４年、萢初こ の社 （大社・ 中池 ・甚平地）はな回にな りま すと 聞いてあれか ら４０年、

やっ と整備が・ま るそれを信じて嬉 しい事です。

その整備に伴い

・他の一 ツの 中社にはｍ水等が排水路管 をｊｌし てそ のま ま放出さ れて ます。

それ故に夏場は蚊の発生やｔ臭がひ どく 環境ｔ化で窓を回けられないＥト４ が続きま す。 又水位が

上がると 牛蛙が繁殖し夜中モウモウ とまいて煩いです。

今は水位が低いのでいませんが。

『参考』 １０ 年程前甚平地では社に直接排水せず大き なビみル管設備工事実施された。

・堺市に来た ぼＩは東のきにＪｌｌｊか り美 しい夜空でした、 とこ ろが最・は事業者 （駐車場の照回、店

舗の夜回■明）等の２４時回点灯で睡・妨害で悩んでいま す。 游路の外灯は心須ですが高Ｕｋから

の常時点灯で悩み事が増すばか りなので地上から １～ ２ｍ 程度位・を希望します。

・ｊ ・雑木がイ申 び敖をでａＲＩ犬Ｓで何らをＳ （手入れ も） されず荒れａ・です。 やぶ！９：・ ハエのを生、

伸びた竹が風の強い日 など住宅の壁に衝突し て破壊してい る。

見通しも・く なっ て、 来た頃はｉ！天ｌやドーム球場も見えていたのが残念です。

・草双三軒家加！ぼか らぬ回５Ｆりｍする場合の進入ぬは・回 りです、 鷦便性向上に 自］ けてｆｌｍｌ しず らい

ので近く から進入路も併せて整備を希望 しま す。

＜陳情事項ン

１． 中■に常時水が藹まら ない様に排水Ｓ（管） を加賀して欲 しい。

２． 外灯の照明設置の設低位置 を低い処から にし て欲 しい。

３． １歩道周ぶに植樹 （桜の木とか銀杏の木とかモミ ジの木な ど） してましい。
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４。 草Ｎ亀３６線から公回に吸入ぬ （例えば軽ｔ橋） のｔ備を して欲し い。

３６－
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陳情第　　３７　　号（建鼈委戮会）

陳　情　者

公共交通につ いて

堺市 中区

福Ｅ日地域な共交Ｒを考える会

代表　析　井　佳　代

陳情の叭容

私達は福χ＿日地域を生活回と していま す。

その中で、日 識の生活に不便を感じるな共交皿や道路について、い くっかの改善をお願い

する ものです。

社達の福Ｅ日 ｊｉｊ湊 も高齢化かきみ・、車の免Ｂおｇ納問題などがでています。しかし、免許ｊｉ納芭来

ずに車をＳＳ手段としなければなら ない人が多く いる こと 、又を許ぶ納 した こと によ りｊ！Ｍや日

常の買い物な どに不便を感 じている住Ｒが多 くい ます。

こう した生き上での問Ｓ・ 困難があ る中で、 交ｊ！手段の不充そさ、安を・ 安心が確保で きない

危険なまぬが多く あり 、改善が求められるこ とに気づかされま した。動きやすい目］‘・ 安をなｍＴ作

りが必須 とな って いま す。

生活の道は、 車・ 自転車・ 徒歩 ・車いす ・シルバーカ ー・ ベビーカ ーな ど全ての人４ にと って

安全なも のでなければなり ません。

具体的に １お てき たｍ］‘の入４の声・ 要望は以下の通り です。

バス

・南４バス１３２系統 ・１７２系統の便 を増をす る（最低１時聡に ２便）

バス の減便が続き 地域住民の移動が不便にな って いる ため、事業者 と堺市が連携 し公共交通

の充実を 図る

・３ １０や線近２の住Ｒは 中区役所 に行 くバス路線がない ため 、新家ｌ］‘ｔ交差点経［ｔ］ で、 深井駅行

き路線を新たに作る

・堺市役獸や罨東駅に行く のに一条盍か ら徒歩に なり 社会白り弱者に戮担が多く かかるた め、

１３１、 １３２系統のＳ線は榛東駅を経由する
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・「堺市 ｌｌお台医療セン ター」へは福 日ヨ ４ぼから は深井駅で乗 り換えな けれぱな らず戮担が大

きいため、乗り換えな しの便をｉＥ行する

・お 市か け応援カ ード を５Ｆりｇし てい る場合、 乗り 継ぎ ごと に１００ ＰミＪが ｄＺヽ要です。乗 り継 ぎを して

も継続料金と する

乗合 タク シー

・ｊｆり Ｊ４ｊ促進の・伝を■化する

・祖ぞＥの翳留所が離れて いて住Ｒ は高齢者が１ く５ｆり ＪＩ目し にく いた め、 堺市ね日Ｅぼｆ営住宅 Ｆメｉｊ に停

留所の設置する

・ＩＵｊＨ時刻を増や し、 乗車予約を現在の１時虱半前か ら１時回前に変更する

道路

・シ ルバーカ ー、 車いす飢箟者が増 えて いる が、 福日Ｅｌ ｔ域歩道 は道 けｊ が狭 く段差も あり 、ｔ柱

が・Ｓをまいでた険な ため、歩道を フラ ット にし・で もま心し てｌ１行でき るよ うに する

・鉄板はｍが降る とほ りやすく 、転倒事故も 起こ っている ため、鉄板の溝ａ をコ ンク リー ト製

等の安をな溝ぬに整備する （加点は安をで・略帽が拡張される）

・ア スフ ァル ト道路の亀裂やｌ！！］ｌ！１ を修繕する

一人や二人の移動のために車が増えてい くのでは なく 、ぬ共交ｊｌ機関の充実を はか り、 車ｑ＝１ ４１ヽ

の社会から人中心の社会と なり 、誰もが路上で命を脅かされる事のない回］‘作 りを実現させたいで

す。

人と環境に優 しい移動手段がこ れからの課Ｓです。

まｔｔｔ代につなげていく 町づくり を希望します。

＜陳情事項ン

１． 南海バスについて

（１）南４バス１３２系統 ・１７２ぷ統の台１をを便する （最低１Ｗ戳に皿）

（２）３１０号線路線に新家ＦＩｌｊ‘ｔ交差点経日ヨ１ で、 深井駅行 き路線を新た に作る

（３ ）１ ３１ 、１ ３２系統の路線は堺束駅を 経［ｈする

（４）おでかけ応援カードの利用者は乗り継ぎを して も継続料金とする

２． 乗合 タク シー につ いて’

田　堺市福日ミ１府営住宅Ｆ’Ｒｊ に停留所を設置する

（２）利用時刻を増や し、 乗車予約を現在１時虱半前から １時回前に変更する
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３。 道路 につ いて

（１）道路をフラ ット にし、歩道を広く する

（２）鉄板は雨かほる と滑 りやすく 、転倒事故： もおこっ てい る。 鉄板の溝ａを コン クリ ート 製な

どの安全な溝盖に整備する （５ｆり点は安全で道路幅が拡張される）

（３）アスフ 了）レト道ぬの亀■や凹ど１を修Ｓする

３９

受ミ年Ｒ日　 令和 ８年 ５Ｊ１１日





陳情第　　３８　　昜（建な委員会）

公共交通について

陳　情　者　　　堺市南ぼ

住み よい堺市 をつ くる 会宮 け」台中学校区連絡会

イ弋獸　青　蒭　敬　次　 他１７０筆

陳情の肖き

堺市におかれましては、高齢者をは じめ市民の健康と暮ら しを守る ために努力さ れておら れるこ

とに感謝申し上げますｏ

２０１８年６Ｊｊ 議会に提ｍしてＪユ降、私たちは市民に堺市、南海バスの回答を伝え要求１１動を続けて

きて今年で９年目 をｌ！え まし た。 范初、堺市は 「今後も 事業者と 協力 しな がら な共交ｉｌの飢便性向

上に取り 組み ます」と の回答で したが、 私た ちの願いは今だ実Ｊ３１してい ません。 ９年回に市民から

寄せ られた１才１ は４ １７０筆 を崔えて いま す。

昨年１１ ｙｊ に泉ヶ丘にき大瓶覧も 開院 し人の流れも大き く変化してき ています。ｌ：大嘱覧に・Ｒす

る皆さんから も是非ごの要望を実現 して欲しいと いう 強い声も 聞いてい ます。ま た、 従来から 「鳳

方面の病Ｒに行く のに乗り きえが多 く、 不便や」 とかＪＲｊｆＵＪ４ｌｊおから も「早く 実現 して欲しい」な

ど実現が待たれていま す。

私た ちは、議会ごとに堺市への陳情、意見陳述を行っ てき まし た。 建設委員会では「バス路線新

ほの要・はまいも のがある 。事業ｊａの考え もあ るが、行政の役割 は、 不採算であっ ても 住Ｒの移動

する権利 を保障してい くｌｌ場で対応す るこ とが大事だ」 「行ａがＩＵ ７Ｅ」者の声 を聴いて企業ベースで

なく 行取の関与が重要だ。 堺市はを業努力を リ｜ き出 し、 行政 も支援し市民が暮 らしやす くしていく

こと 」と の意見も ａｊ されましたｏ

また、特に南ＩＸでは高齢化も進みｊＥ転免許証の返納者が増えていま す。 地域で健康に生き ていく

ためには外ｉ し、 人と の交流を深めてい くこ とが大切です。日 ４の移動はバスしかあ りません。公

ええｌｌのモた実 （電車・ バス）を求める声が多 く寄せられている にも かかわらず、 コロ ナＪ、ほバスの

減便があ ちら こち らで行われて おり 、全国的 にも 公共交通が大 きな鶚題 とな って いま すｏ

市民の移動が保障される移動権、生活権は「生き てい く上で最 も生活実態に密着 した重要な権

私」 です。堺市は住民の暮 らし を守る視点か ら南海に伝え るだけでなく 、行政と しての役割を 果た

して下さい。 不採算であっても行政として市民のＪｉ１を守るための予算を確保して下さい。
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また、を国に誇れる堺市の 「おでかけ」お援バス覬度は市Ｒのま：」ですｏ ｌＪＪＩ対象きを拡充して下

さい。

私た ちが要Ｍする ：回 目を一日 も早 く実ＥＱのためごｇ力いただき ます よう お願いいたし ます。

＜陳情事ｇｉン

１． 泉ヶ Ｊｉから ＪＲ鳳駅へのバス路線の新設を南海バス に働 きか けて くだ さい。

２． おでかけ応援バス を子ども ・障害者 ・妊婦一 生活困窮者に も適用してく ださ Ｘ，

３． おでかけ応援バスの乗 り継ぎ制度の充実を南海バスに働き かけてく ださ い。

４２

受ミ年万 日　 令和 ８年 ５Ｊモ１ １日



Ｗ情第　　３９　　昜（文教委員会）

支援学校について

陳　情　者　　　堺市堺区

堺市ヵｌ支援学校保護者有乞

東　　　な枝美

今後の堺市之支援学校について

陳情のＦ大ｇ容

日嵬より 堺市の特京丿支援教育及び支援学校の充実にご尽力いただ き、 あり がと うございます。

４ＪＩに堺市ｌｌ百舌鳥支援学校宮回分校が開校しま した。施設面において、体育館やプールのトイ

レの洋式化、 窓への網がの設置、南棟ト イレの一部洋式化などの改善を していただいたこ とについ

て、 感謝申し上げ ます。

しか しながら、宮回分校が開校して堺市ｌｌ支援学校が３校体制と なった現在においても、上神谷

支援学校の児童生徒数は増加、 百舌鳥支援学校本校は微減 と、 依然 としてａ密・ Ｚ大 ・狭隘・ 老朽

化の教育環境が解消さ れた とは言えず、 肖初示さ れていた 目白りが十分に達成さ れている とは感じら

れませんレ「市・支援学校を体のあ り方について は、 児童生徒数の推８を見極めた上で整備計画の

心要性を含め検討を進める」と のご回答をいただいており 、６Ｊモ｜頃には児童生徒数の推計が示され

ると のこ とですが、その結果を踏ま え、 実態に即 した適切な見通しのも と、 計画的に支援学校の整

備を進めていただ くこ とを 強く 求め ます。

また、宮園分校については回校に伴い一定の環境整備が進んだ一ｊ＝ｉで、 校ぼ割やｊｌ学・離、 学校

［メミ］ の設備な ど、 新たな課題も １お てき てい ます。特に、 回学年の児童生徒が極端に少ない学級編成

や、 ４体的配慮を必要とする児童生徒に とって合ミ的配慮が不十分な動線、 長時伺に及ぶスク ール

バス での通学など、子 ども たち の教育環境や学校生活に直接影響す る翫題が生じ てい ます。

支援学校は障がいのある子ども たちが安心して学び、 成長 していく ための重要な場であり 、その

環境は将来にわたる生活の基おにも大き く関わる ものです。今現在のぢＪ実な問題に対応をお願いじ

たい のは 。も ちろ んですが、中長期的な視点 にをつた計画的な整備 と、 子ど もた ち一人ひ とり の状況

に配慮した柔軟な対応 を求め、 Ｊユ下の６点について陳情いた しま す。
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＜陳情事項ン

１． 堺市｀ＩＬ支援学校の今後の見通しについて

（１）ｌｉ舌鳥支援学校宮回分校が完成して、今年度からは３校体制でのｌｌ営が４Ｊモ１からス ター トし

ました。 にもかかわらず、 上神谷支援学校は児童生徒数が増加 しています。 百舌鳥支援学校

本校も微誠にとどまっています。前回の大獵質疑の答弁で富氣教育監は 「令勉８年５」モＩな降に

推計を見直す」と も答弁されま した。文教委員会における支援教育課長は「５Ｊｑの学校基本

氛査Ｊ２Ｊ、ほ、 １ヶ ＪＩ 程度推計には時回がかかる」と答弁されています。６Ｊミｊの文教委員会ではそ

のお答えが回ける と期待してお りま す。 堺市ま支援学校３校に在籍する児童生徒数の今後の

推計をお示し くだ さい。

（２）百舌鳥支援学校本校の老朽化はさ らに深刻化しています。大規模な修繕が心要な状態で

す。 移転 も含めて、今後どのよ うな対応をと られるのかお答え くだ さいｏ

（３）宮園分校が回校しま したが、 ｔＫのこ ども逼。が百舌鳥支援をｊり越して、よ り遣い宮園分

校に通っています。き浦支援高等部進学を見据えての校区割であれば、 その校区の児童生徒

がｊｌいやすい場所に支援学校を設置するべきです。 校ＩＸ割の課題も 含めて、 堺市ｌｌ支援学校

設置の今後の見通しを示してく ださい。

２　 宮園分校について

（１）百舌鳥支援学校本校 ・上神谷支援学校の在校生の希望選択制 につ いて 、幾度と なく 「せめ

て子 ども の成長の節目 に芭たる 高学年に なる 年と 中学部に入る 年は宮園分校への転籍 を選べ

るよ うに して ください」とは情して きま した。今年ま、宮回そ校卒業後の圭な進７＝先と なる

府ｌｌき浦支援学校高等部を見据えて転籍した生徒も数ちいま したが、 学年に在籍児童生徒数

が１ものところも複数あり 、現在の宮園分校は、 回年齢の子どもたちと学びを共有できない

環境 にな って いる と言わざるを 得ま せん。府ｌｌＳ浦支援学校高等部に進学する 予定の子 ども

たち ときに中慘部Ｒほから過ごしたいと 児、うのは白鬯、な希え力であ り、 この よう な状Ｒで

も、 今後 も希望転籍を ｔめ ない とい うの でし ょう か。

（２）支援学校は力１が不白日ＥＩ な子ども たちやｊｌＬヽＳ疾患等がある子どもたちも・う学校です。しか

し、 宮園分校は校舎の２階 と３階にほと んどの教室や特別教室があ ります。 にもかかわらず、

玄関から教室までの動線上にエ レベータ ーがあり ません。 エレベー ターの使ｍが必要な子

ども たぢ も宮園分校を入学先と して ｊｌぶこ とができ るよ うエ レベ ータ ーの設置 をお願い しま

す。

（３）宮園分校へのス クールバス乗車嶌鶚が１時回を加えています。令和６年２Ｊミ１の 「堺市Ｊｌ支援

学校分校設置に関する説明会」 では、市教委より保護者に対して「宮園／」ヽ学校に支援学校分

校を設置 したＪＩ ＥｊＥ］ 」と して １番 目に挙げ られていたのが、 「市の中央部分に位置 して いるこ
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とや、幹線道路に近く 、朝夕の混雑する方自］と 逆の方向の進路になる こと等から、 堺市全体

で平均乗車肓虱の短縮が見えま れる こと」で した。ま た、 「堺市を体の干均乗車嶌間は短縮

されるものの、北ＩＸ：については片道１０分程度長くなると想定、美原【Ｘについては１８分程度短

くなると想定。】 という説明もあり ました。 しか しながら、バスのｉＥ行ルート は渋滞し、雨

の日 は９に乗車ｎ４＝鶚がｔびてい ます。せめて乗車時鶚が１ｒき 回ｊｊＦＳＩ にな るよ うな ごがＪお、バ

スの増便 も含めてお願いし ます。

４５

受ミ年大丿日　令和 ８年 ５Ｊヨ１１日





策情第　　４０　　号（文教委員会）

回書館行政について

陳　情　者　　　 堺市北区

堺市の回書館を考える会

堺市子ど も文庫まぬ会

堺ＥＫ回書館をつ くる会

学びをまげる学校回書館の会・堺

事務局　吉　ｍ　マリ子

『だれもがか』鴇でき るセ ンタ ー機能とパブリッ ク機■を併せ持つ中央回書館の建哀を・みま す。」

陳情の｜メｇ容

新中央回書館建設に向けた検討が進んでいま す。 昨年の回書館協議会では新中央回書館２館構想

の万能性 につ いて、本年３ Ｊｊ １８ 日の市議会の文教委戮会で は、 南海電鉄堺Ｒ付きでパ ブリ ック サー

ビス機能を持つ中央回書覧鼈憲をめ ぐり議論があ りま した。「南海・鉄堺Ｅそばの南海バス」１１地を

ＳＥ袖ｔとして検討さ れている 「商業・ 宿ｉ白・ 住宅」機白ｌ と併せた筑書館機能」 の回書館を構想する

のであれば、 中央回書Ｓのパブリッ クサービスａａではな く、 堺Ｋ回書館を笏、定するのが堺区Ｒに

とっ ての ５Ｆり慢性に 資す るも のです。 さら には ４ＪＩの 「（仮称）中央筑書館パブ リッ クサービス機■

あ本橋１策定戔：Ｒ業務」 の人才Ｌ募集の動きをＲれば、 中央図書ＳＲａに萢たっては、 ２Ｓ橋■を胤

提に している としか兎、え ません。 中央筑書館２館橋ｔには大きな回題があ りま す。 市と して コスト

は回 じですか ら、 ２匍建ほする とサービスが低下 して しま いま す。 私たちは まず中央回書館基本計

回を策定 し、 中央葛書館に行けば何でも そろ う、 誰も が１万ｊ でき る、 きも が集える １館の中央鴉書

館の建設を望みます。

ぐ陳情事ｌｉン

１　 パブ リッ クサービス機■基本構想を策定する前に ４１央回書館１本橋ｔを策定してく ださ い。

新中央回書館は、 すべての市Ｒに翫かれているべきです。 一部の利Ｍ者の魅箟を前提にし

たり 、一一鶚のｆｌ』 １１者の９万ｌｊ を排｜柴すべきではあ りません。

２． 市Ｒの知る権鷦を保肓する セン ター機能とパブリ ック機ｎを併せ持つ中央回書匍を建ａして
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ください。

ｊｆリＪＩする資料のジャ ンルによ ってｊｆリルｊきのｊｌ別はできませんｏいつも は文ま書と実丿目書の

利ＪＩ中 心の 禾り用者 でも 、最亟。家族がガ ンに なっ たの で、 【Ｘ療関係の デー ター ベー スや辞典・

事典と専Ｐｌｊ書等の資料もをわせて察丿万ｌｌ する事タｌは珍し くあ りません。その嶌、二つの館に万１

を・ばね ばな らないの は不便です。 だき書はパブ リッ クサービスと １定されてい るのでしょ

うか。子どもの鵞土の簗べ学習でも書庫の資料も心・にな り回様の事態が生まれます。家族

が来館し、参考回書とパブリッ ク機能の回書を考リＪＩ目 する場台は、 ２館の移ｔが必・にな りま

す。 大阪市３Ｚ中央回書館は「何でも揃っている、誰もが考りＪｌ」で きる」か ら、 堺市Ｒも利万」す

ると言つています。１館で子どもから尚尚Ｓ・ま で多 くのｆＵ Ｊｌｊがあるめです。 ｊく のｊｆＵ Ｊ４ｊきに

とっ て利便性が高いの は、 「そ こに行け ばな んで も揃い、 必要な資料に 出会 える 」こ とで

す。

３． 先の１００年を市Ｒと とも に歩むための中央回書館づくり ・建設を して ください。

２０２０年７ＪミＩに ぬ表 した 「中央回書館基本指針」に基に、だれも がＲいやすい ｌ＝ｐ央回書館づく

り、 亀Ｊ識に とっ ても働き やすい中央回書館づく りが大りＪです。

４　 中央回書愉あ本構想策定前に応、く 市Ｒの肖を聞 く場を持って くだ さい。

アン ケー トも よい です が、 実際 に回書館 を鷦瓦してい る人 をは じめ広く 市民 の意見を 直接

しっ かり 聞い てく ださ い。 参加人数をＭ Ｉ！Ｒせず、 誰も が参加で き、 白日Ｅ１ ４こ 意見 を澂。べること

ので きる場を設定 して くだ さい。

５． ｔ本橋ｔ策定に於いて も市Ｒの声と とも に回書愉Ｘ員 の声 をキ哘聞 き取 りく ださ い。

堺市ｌｌ回書Ｓには本 （・回報）を タ；［｜ り、 人（・ＪＨき ・市Ｒ） をＭ］り 、本 （・｜｜報） と人をつな

ぐすべて を知っている専Ｍ的なスキルを もっている司書がいま す。

－４８　－

受Ｊ１年大』 日　 令聡１８ 年い≡１ １１日
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